
岩手県告示第93号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２の３第１項の規定に基づき、県営江釣子

第一地区土地改良事業に係る換地計画を定めるに当たり、次の土地を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定める土

地として指定した。 

  平成22年２月５日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

地積を特に減じて換地を定める土地の所在等 

所 在 地 番 地 目 用 途 地 積 特に減じる地積 

 

北上市新平１地割 

〃 

北上市新平２地割 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

北上市新平３地割 

〃 

〃 

〃 

北上市新平４地割 

〃 

 

294番 

306番２ 

14番２ 

23番５ 

24番１ 

27番４ 

79番２ 

85番 

99番 

175番１ 

177番２ 

７番 

18番 

84番２ 

172番１ 

130番１ 

132番 

 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

㎡ 

297 

747 

651 

1,404 

330 

3,182 

764 

1,031 

640 

1,182 

927 

1,031 

474 

844 

1,163 

941 

770 

㎡

219

681

319

546

133

221

350

187

23

211

555

748

398

136

438

558

558

 


		2010-02-01T09:01:50+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




